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食品安全委員会の活動状況及び今後の予定等について

１ 食品安全委員会の発足までの経緯

（１）食品安全行政を取り巻く状況の変化

① 国民の食生活を取り巻く状況の変化
・ 食品流通の広域化・国際化の進展
・ 新たな危害要因の出現（Ｏ１５７、プリオン等）
・ 遺伝子組換え・クローン等の新たな技術の開発や分析技術の向上

② 食の安全を脅かす事件の頻発
・ 国内初のＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生（平成１３年９月）
・ 輸入野菜における農薬の残留や国内における無登録農薬の使用等

③ 食の安全に関する国際的動向
・ リスクの存在を前提に、これを科学的に評価し、管理すべきとの考え
方（リスク分析手法）が一般化

（２）食品安全基本法の制定
・ 「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会 （厚生労働省及び農林水産省」
の諮問機関）の報告書において、リスク分析手法の導入、リスク評価機
能を中心とする新たな行政機関の設置等を提言（平成１４年４月）

・ 「食品安全行政に関する関係閣僚会議」において 「今後の食品安全、
行政のあり方について」として、食品安全委員会の設置等を取りまとめ
（平成１４年６月）

・ 国民の健康保護を最優先とする等の基本理念、関係者の責務・役割、
食品安全委員会の設置等を内容とする食品安全基本法の制定（平成１５
年２月に法案を国会に提出、同年５月成立・公布、７月施行）

（３）食品安全委員会の発足
・ 食品安全基本法に基づき、本年７月１日、内閣府に食品安全委員会が
発足

・ 同日、内閣総理大臣が食品安全委員会の委員７名を任命

２ 食品安全委員会の役割・組織

（１）役割
・ 規制や指導等のリスク管理を担当する行政機関（厚生労働省、農林水
産省等）から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に食品
健康影響評価（リスク評価）を実施

・ リスク評価の内容等に関し、リスクコミュニケーション（消費者、食
品関連事業者など関係者相互間における情報や意見の交換）を実施
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・ 重大な食品事故の発生等の緊急事態への対応に関し、政府全体におけ
る要として活動

（２）組織
・ 委員会は、７名の委員（有識者から任命され、任期は３年、委員のう
ち４名は常勤で３名は非常勤）で構成

・ 専門の事項を調査審議させるため、専門委員（延べ２００名程度）を
学識経験者から内閣総理大臣が任命し、専門調査会を構成

委員会の運営方針等を検討する「企画専門調査会 、リスクコミュニケー」
ションのあり方等を検討する「リスクコミュニケーション専門調査会 、緊」
急時の対応のあり方等を検討する「緊急時対応専門調査会」及び危害要因
ごとに食品健康影響評価について調査審議する１３の専門調査会

・ 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を設置
（４課１官体制で、職員は事務局長以下５４名）

（３）主な所掌事務
・ 食品中の微生物や化学物質等が人の健康に及ぼす影響についての科学
的評価（食品健康影響評価）の実施

添加物の指定、残留農薬等の規格・基準の設定、動物用医薬品の承認等に
ついては、関係各大臣は、食品安全委員会の食品健康影響評価を受けなけれ
ばならないこととされている。また、食品安全委員会は、自ら必要と判断し
た場合にも、食品健康影響評価を行うことができることとされている。

・ 食品健康影響評価の結果に基づき、内閣総理大臣を通じて関係各大臣
に対して行う講ずべき施策についての勧告等

・ 食品健康影響評価の内容等に関するリスクコミュニケーションの実施

３ 食品安全委員会のこれまでの活動状況

（１）食品安全委員会の運営等
・ ７月１日の発足以来、原則毎週１回、１１月５日までに１７回開催
・ 委員会運営規程及び専門調査会運営規程を定めたほか、会議の公開に
ついて決定し、現在まですべての会合が公開で開催

（２）食品健康影響評価の実施
・ 厚生労働省及び農林水産省からの要請（１０月３１日現在３５件）に
応じ、添加物、動物用医薬品、かび毒等について食品健康影響評価を実
施し、その結果を通知（同日現在１５件（一部実施のものも含む ））
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※ 食品健康影響評価の具体例

・ 食品添加物として使用される酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムに

ついて評価を行い 「その安全性は他のマグネシウム塩と同程度」との薬事、

・食品衛生審議会における評価結果を妥当と判断するとともに 「栄養強化、

の目的でマグネシウム塩類を添加した場合には、乳幼児～小児が過剰に摂

取することがないよう、注意喚起の表示を行う等、適切な措置が講じられ

るべき」旨を厚生労働省に通知

・ いわゆるアマメシバを大量長期に摂取させることが可能な粉末・錠剤等の

加工食品について、参考人として臨床医や研究者から意見を聴取し、その症

例等を踏まえて評価を行い、当該食品の長期摂取と閉塞性細気管支炎との因

果関係は否定できない旨判断

→ この評価結果を受けて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証はない

ものの、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するとの判断か

ら、厚生労働省は、改正食品衛生法第４条の２第２項が適用される初めて

のケースとして、アマメシバの粉末等の販売を禁止

（３）リスクコミュニケーションの推進等
・ ７月８日、委員会のホームページを開設
・ ８月１日、食の安全ダイヤルを設置（10月末日現在117件の問合せ）
・ ９月５日、食品安全モニター４７０名を依頼（２，８２５名が応募）
・ ９月１９日、食品安全行政の推進に当たって国と地方の密接な連携を
図るため、都道府県や政令指定都市等と意見交換を行う全国食品安全連
絡会議を開催

・ 委員と消費者団体、食品産業関係者、地方公共団体等との意見交換会
を開催
（１１月５日現在１０回）

（４）緊急時対応のあり方に関する検討
・ ２回にわたる緊急時対応専門調査会における審議結果を基に、１０月
２日に開催された委員会において 「食品安全委員会緊急時対応基本指、
針（暫定版 」を決定）

（５）専門調査会の開催等
・ 企画、リスクコミュニケーション及び緊急時対応の専門調査会を設置
・ 評価に関する専門調査会では、プリオン、遺伝子組換え食品等、動物
用医薬品、汚染物質、肥料・飼料等、新開発食品の各専門調査会を開催
したほか、今後、順次開催

・ 企画及びリスクコミュニケーションの専門調査会において、食の安全
の確保に関心を有する消費者等から専門委員を公募。応募者９６名のう
ちから論文選考により１０名を選抜し、委員の面接により各２名を決定
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４ 食品安全委員会の今後の予定

（１）食品健康影響評価の実施
・ リスク管理機関から要請を受けたものについて、国民の健康への悪影
響の未然防止の観点から、緊急性も考慮しつつ、順次、評価を実施

・ 国内外の科学的知見や危害情報の収集・分析、国民からの意見等に基
づき、国民の健康への悪影響が生ずるおそれがあると認められる場合に
は、委員会自らの判断により評価を実施

・ 国民からの意見・情報や遺伝子組換え食品等専門調査会における審議
の結果を踏まえ、新たに遺伝子組換え食品等の安全性評価基準を策定

（２）食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項に盛り込むべき事
項の検討
・ 内閣総理大臣からの意見の求めに応じ、企画専門調査会における審議
の結果を踏まえ 「基本的事項」に盛り込むべき事項について検討、

（３）リスクコミュニケーションの推進等
・ リスクコミュニケーション専門調査会において検討を進めるととも
に、関係行政機関とも連携しつつ、全国各地で食の安全について意見交
換会を開催

・ 全国６カ所程度で食品安全モニター会議を開催

（４）緊急時対応のあり方に関する検討
・ 政府全体として緊急時対応に関する体制の整備に取り組む必要がある
ため 「基本的事項」の中で、当該取組の具体的な方策をどのように定、
めるかについて、関係行政機関と連携しつつ、検討
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食品安全委員会の開催状況等について

（ ）平成１５年１１月５日現在●食品安全委員会

第１回 ７月１日（火）

・委員会運営規程について

・会議の公開について

第２回 ７月９日（水）

・専門調査会運営規程について

・食品安全モニターの委嘱について

７月１０日から、委員会が関係行政機関に勧告した事項等のモニタリング結果の報告な

どを役割とする食品安全モニターを４７０名募集。９月上旬までに委嘱を完了する予

定。

第３回 ７月１８日（金）

・食品健康影響評価の要請（７月１日付け１２項目）に関する厚生労働省からの説明

・専門調査会の役割及び構成の考え方について

・食品安全委員会ホームページの運用について

第４回 ７月２４日（木）

・食品健康影響評価（添加物、かび毒など４項目について検討。同日付けで食品健康影響評

価の結果を厚生労働大臣に通知）

・ 食の安全ダイヤル」の設置について「

８月１日から、食品安全委員会に専用電話回線、メールでの受付窓口を設置。

第５回 ７月３１日（木）

・食品健康影響評価（マグネシウム関係の４品目について検討。同日付けで食品健康影響評

価の結果を厚生労働大臣に通知）

・専門委員公募要項について

７月２８日から、企画専門調査会とリスクコミュニケーション専門調査会の専門委員を

若干名公募。論文審査で第１次選考を行い、最終選考は委員との面接。

第６回 ８月７日（木）

・食品健康影響評価の要請（ＧＭＯ、飼料添加物、動物用医薬品）に関する厚生労働省、農

林水産省からの説明

・リスクコミュニケーションについて

第７回 ８月２１日（木）

・食品健康影響評価の要請（特定保健用食品）に関する厚生労働省からの説明

・食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき（動物用医薬品）の議論
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・リスクコミュニケーションについて

第８回 ８月２８日（木）

・食品健康影響評価（動物用医薬品、添加物について検討。同日付けで食品健康影響評価の

結果を厚生労働大臣に通知）

・食品健康影響評価の要請（肉骨粉等を原料とする液状肥料、飼料添加物）に関する厚生労

働省、農林水産省からの説明

・食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき（特定保健用食品）の議論

第９回 ９月４日（木）

・食品健康影響評価の要請（アマメシバの粉末等）に関する厚生労働省からの説明、参考人

のヒアリング

・食品健康影響評価（アマメシバの粉末等について検討。同日付けで食品健康影響評価の結

果を厚生労働大臣に通知）

・食品安全モニターの依頼状況について

第１０回 ９月１１日（木）

・食品健康影響評価（伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を含む食品等、特定保健用食品

について検討。同日付けで食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知）

・企画専門調査会及びリスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を求める事項に

ついて

・ 食の安全ダイヤル」に寄せられた質問・意見等について「

第１１回 ９月１８日（木）

・食品健康影響評価（農薬１５品目の一日摂取許容量（ＡＤＩ）について検討。同日付けで

食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知）

第１２回 ９月２５日（木）

・食品健康影響評価（添加物について検討。同日付けで食品健康影響評価の結果を厚生労働

大臣に通知）

第１３回 １０月２日（木）

・食品安全委員会における調査審議方法等について

・ 食品安全委員会緊急時対応基本指針（暫定版 （案 」について「 ） ）

第１４回 １０月９日（木）

・微生物におけるリスクアセスメントについて（講演）

・牛海綿状脳症専門家会議の結論及び対応状況について（厚生労働省、農林水産省からの説

明）

・プリオン専門調査会における審議状況について（報告）
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第１５回 １０月１６日（木）

・食品健康影響評価の要請（微生物、添加物）に関する厚生労働省からの説明

・食品安全モニターに対する第１回アンケート調査の結果について（報告）

第１６回 １０月２３日（木）

・食品健康影響評価の要請（添加物等）に関する厚生労働省からの説明

第１７回 １０月３０日（木）

・平成１５年度の食品安全委員会の運営のあり方について

●企画専門調査会

第１回 ９月１６日（火）

・講演「食品安全におけるリスク分析手法の導入について」

第２回 １０月１６日（木）

・平成１５年度の食品安全委員会の運営のあり方について（意見の取りまとめ）

第３回 １０月２９日（水）

・食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項について

●リスクコミュニケーション専門調査会

第１回 ９月１７日（水）

・リスクコミュニケーションのあり方（意見交換会の開催等）について

●緊急時対応専門調査会

第１回 ８月２８日（木）

・厚生労働省及び農林水産省における緊急時対応に関する取組について

・ 食品安全委員会緊急時対応基本指針」の項目案について「

第２回 ９月２５日（木）

・ 食品安全委員会緊急時対応基本指針（暫定版 （案 」を審議し、食品安全委員会に報告「 ） ）

することを決定

第３回 １０月２２日（水）

・講演「クライシスコミュニケーションについて」

・食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項について（緊急時対応関係について

審議）
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●添加物専門調査会

第１回 １０月２９日（水）

・食品健康影響評価（添加物ポリソルベート類について検討）

●農薬専門調査会

第１回 １０月２７日（月）

・農薬に係る食品健康影響評価の進め方について検討

●動物用医薬品専門調査会

第１回 １０月８日（水）

・動物用医薬品に係る食品健康影響評価の進め方について検討

●汚染物質専門調査会

第１回 １０月１０日（金）

・清涼飲料水（ミネラルウォーター類ほか）及びカドミウムに係る食品健康影響評価の進

め方について検討

●プリオン専門調査会

第１回 ８月２９日（金）

・食品健康影響評価（伝達性海綿状脳症に関する牛のせき柱を含む食品等について検討。食

品安全委員会に報告することを決定）

第２回 １０月７日（火）

・食品健康影響評価（アルカリ処理をした液状の肉骨粉等を肥料として利用することについ

。 ）て検討 広く国民から意見・情報を募集した上で食品安全委員会に報告することを決定

●遺伝子組換え食品等専門調査会

第１回 １０月３日（金）

・遺伝子組換え食品等の安全性評価基準の策定について（４名の起草委員を指名。広く国民

から意見・情報を募集した上で基準案を作成することを決定）

●新開発食品専門調査会

第１回 １０月２０日（月）

・新開発食品に係る食品健康影響評価の進め方について検討
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●肥料・飼料等専門調査会

第１回 １０月１４日（火）

・食品健康影響評価（飼料添加物リボフラビンについて検討）

●その他

・委員と消費者団体との意見交換会（８月１日）

・委員と消費生活アドバイザーとの懇談（８月６日）

・委員と食品産業関係者との意見交換会（８月７日）

・委員の横浜検疫所等視察（８月８日）

・委員の（株）佃権（水産加工業）視察（８月２２日）

・委員の（株）日進畜産（畜産加工品）視察（８月２６日）

・委員と水産加工関係者等との意見交換会（８月２８日）

・委員と国民生活センター・消費生活センターとの意見交換会（８月２９日）

・委員と消費者団体との意見交換会（第２回 （９月３日））

・全国食品安全連絡会議（９月１９日）

・委員と日本食品添加物協会との意見交換会（９月２５日）

・委員の（独）肥飼料検査所及び（独）農林水産消費技術センター視察（１０月１日）

・委員と農薬工業会との意見交換会（１０月２日）

・委員と東京都食品安全関係者との意見交換会（１０月１６日）

・委員と特定保健用食品関係者との意見交換会（１０月２３日）
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「サウロパス・アンドロジナス（いわゆるアマメシバ）を
大量長期に摂取させることが可能な粉末、錠剤等の加工

食品」に係る食品健康影響評価について

○ 厚生労働大臣から平成15年８月29日付けで意見を求められていた「サウ
ロパス・アンドロジナス（いわゆるアマメシバ）を大量長期に摂取させる
ことが可能な粉末、錠剤等の加工食品」について、９月４日の第９回食品
安全委員会が行った食品健康影響評価は、次のとおりです。

現在得られている知見･情報等から判断すると、閉塞性細気管支炎を引
き起こす原因物質やその作用機序は特定されていないものの、これまで、
アマメシバの粉末の長期摂取が原因と疑われる閉塞性細気管支炎の発症事
例が報告されていること等から、アマメシバ粉末（これを錠剤にしたもの
を含む）の長期摂取と閉塞性細気管支炎との因果関係は否定できない。
なお、引き続き、アマメシバの粉末、錠剤等の形態の加工食品による健

康被害事例の積極的な把握に努めるべきである。さらに、食品健康影響評
価を適切に行うためには、原因物質等の特定のための調査・分析を進める
ことが重要であると考えるので、これを申し添える。

○ 解説
・今回の評価は、大量長期に摂取することが可能なアマメシバの粉末等の形
態の加工食品について行われたものであり、生鮮アマメシバについて評価
が行われたものではありません。

・アマメシバ粉末中の原因物質等は特定されていませんが、鹿児島及び名古
屋の症例、台湾における発症事例などを踏まえ、疫学的に、アマメシバ粉
末の長期摂取と閉塞性細気管支炎との因果関係は否定できないと判断され
たものです。

・また、アマメシバ粉末を錠剤にしたものも同様であると考えられることか
ら、これを含むとされたものです。

問合先 内閣府食品安全委員会事務局
評価課 三木、岡本
電話：03-5251-9168又は9169

（別紙）




